
    

令和８年度 会計年度任用職員（保育課・保育園保育補助員）募集案内 

北区子ども未来部 保育課 

 

１ 採用予定数・勤務場所・職務内容                                   

 

職名   保育補助員 

職務内容 日常の保育の補助業務、保育環境整備の補助業務等 

 

※別紙「区立直営保育園一覧」 

「令和８年度保育補助員求人一覧」参照 

 

２ 受験資格                                                

保育業務に意欲のある方。保育士資格がない方でも勤務できます。 

   ※地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する方は受験できません。 

 

３ 任用期間                                              

・令和８年８月１日～令和９年３月３１日 

・令和 8 年８月１日～令和８年９月３０日（夏季募集） 

  ※公募によらない再度の任用についての上限回数は連続４回までとします。再度の任用の上限回数に達し

た場合は、公募による募集に申し込むことができます。 

 

４ 勤務条件                                              

（１） 報酬額  時給 保育士資格有 １，６５１円  資格無 １，５８０円 

※採用されるまでに給与改定が行われた場合には、その額によります。 

※通勤に係る費用は実費を支給します（１か月の上限額：５５，０００円）。 

※上記時給には地域手当相当額を含みます。 

（２） 勤務日数・勤務時間 

原則として応相談の上、以下記載のいずれかによる時間を基本として勤務します。また、土曜保育の勤

務が可能な場合は、勤務日を平日から土曜日に振替えて勤務することもあります。 

   

（３） 週休日  

  日曜日、土曜日、その他週休日は勤務表（シフト表）によって各週ごとに定めます。 

（４） 休日 

  祝日、１２月２９日から翌年の１月３日までの日、その他北区規則で定める日 

（５）休暇     年次有給休暇、慶弔休暇等、夏季休暇等 

（６）時間外労働  あり（新年度準備、延長保育対応等、月３～４時間程度） 

（７）加入保険   一週間の勤務日数・勤務時間によっては社会保険、雇用保険加入となる場合あり 

（８）就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項   敷地内禁煙 

 

 

 

 

 



    

 

５ 選考方法・日程                                         

 （１）選考方法 

一次選考  書類選考  

   二次選考  面接  

※選考の場所は、勤務希望先の保育園で行います。 

 （２）申込期限 

令和８年７月１5 日（水） 

   ※申込期間中随時受付し、書類選考合格者には、順次面接を行っていきます。 

   ※申込期限後においても採用者が予定数に達しない保育園がある場合は、引き続き募集を継続します。 

 

６ 申込方法                                             

次のものを揃え、勤務を希望する保育園へ直接提出してください。（保育課保育運営係への提出も可） 

※令和８年 8・9 月の募集（夏季募集）については、保育課保育運営係までご提出ください。 

◎「北区会計年度任用職員（保育課・保育補助員）申込書」 

必ず、２枚目（裏面）の志望動機及び欠格事由に関する申告書の記入をお願いします。 

※保育士資格をお持ちの方（都道府県で保育士の登録を行っている方）は、資格証のコピーを添付 

※応募書類は採用・不採用の結果を問わず返却いたしません。 

 

７ その他                                                   

（１）採用内定者は、採用前に胸部レントゲン検査を受診していただく場合があります。（費用自己負担） 

 （２）令和８年１２月２５日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性

暴力等の防止等のための措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」という。）に基づき、特定

性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴力防止法に基づき、職

種に係る業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。これらの制度の施行を踏まえ、

採用までの間に、誓約書等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。確認の結果、特定性犯罪の

前科を有することが判明した場合は、採用しないことがあります。 

 

８ 問合せ先                                          

  北区子ども未来部保育課保育運営係（北区役所第１庁舎２階３番窓口） 

  住所 〒１１４－８５０８ 東京都北区王子本町１－１５－２２ 

  電話 ０３－３９０８－９１２７  担当 市川 


